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1．当監査法人の「監査法人のガバナンスコード」に対する取組の基本方針 

Moore みらい監査法人（以下「当監査法人」という）は中小規模監査法人（公

認会計士・監査審査会（以下「審査会」という）「監査事務所検査結果事例集」

の分類による）に分類される監査法人である。 

この規模の監査法人にみられる審査会の最新の「監査事務所検査結果事例集」

（最新の事例集は令和３年 7月発行）による指摘事項に留意すると同時に、当

監査法人の特性を踏まえて「監査法人の組織的な運営に関する原則」（平成 29

年 3 月 31 日金融庁発表。以下「監査法人のガバナンスコード」という）に対

する「Moore みらい監査法人における取組」を作成したので公表する。 

 

2．当監査法人の特性 

（1）海外監査法人と提携 

当監査法人は企業の国際化および国際的監査水準に対応するため、Moore 

Global Network（以下「Moore」という）と提携している。 

提携先の Moore は世界 100 ケ国の 260 以上の会計事務所（当監査法人を含

む）から構成されるネットワークを形成している。Moore は Moore が規定す

る品質管理、職業倫理等の会計専門家としての基準を満すことをネットワー

ク構成会計事務所に求め、定期的に品質管理レビューを実施し、またネット

ワーク構成会計事務所に所属する者に対し研修等を提供し、その能力アップ

を図っている。当監査法人は Moore から定期的に品質管理レビューを受ける

と同時に、また開催する種々の研修等に当監査法人の社員及び職員（以下「構

成員」という）を参加させることにより、さらに IFRS に関する情報を入手

し国際的基準での監査品質の提供を可能としている。 

 

（2）地方事務所を有さず、単一都市の事務所での業務の実施 

当監査法人は Moore 至誠監査法人ときさらぎ監査法人が母体となり 2022

年 7 月に合併をしている。合併後、1年間を目途に丸の内事務所と麹町事務
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所に分かれて業務実施を行い、その後は単一事務所での業務実施をする予定

であり、その期間は頻繁に会議や意見交換の場を設けお互いの事務所間の意

思疎通が十分にされる環境を創っている。そのため、審査会が指摘するよう

な地方事務所と本部事務所との関係から生じる管理運営上、また監査品質上

の諸問題は存在しない。むしろ単一事務所であるため社員の総意に基づいた

最高経営責任者(当監査法人においては理事長)の意向が直接かつ迅速に形

成されて構成員全員に伝達され、また監査現場の意向が監査現場を統括する

監査担当責任者（以下「業務執行社員」という）を通じてトップに伝えられ

風通しの良い組織となっており、「構成員が、会計監査を巡る知見、経験を

共有し、積極的に議論を行う、開放的な組織文化・風土を醸成する組織」と

なっている。 

 

（3）国際的な監査基準、監査手続の対応 

当監査法人は海外のネットワークとの連携により、Moore から研修プログ

ラムの提供、監査の品質管理についてのモニタリングレビュー等を受けてお

り国際的に適用されている監査基準及び監査手続の採用も可能となる対応

をしている。 

 

（4）高い理念の保持 

当監査法人は、企業が投資市場に発信する財務諸表の信頼性を担保し、投

資市場の公正性、透明性を確保することを使命とし、①職務に誇りを持ち、

常に誠実に対応する、②不偏・不党の精神を堅持し、③常に自己研鑽に励む

という行動指針を構成員全員が共有している。 

 

（5）非監査業務に対する対応 

当監査法人では、非監査業務（財務デユーデリジェンス、株式価格算定、

内部統制組織確立支援等）の提供は顧客のニーズに応えるとともに、当監査

法人の構成員の能力向上、経験の蓄積等に資するとの観点から行っており、
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業務内容の確認、監査との同時提供となる場合は独立性や職業倫理の指針に

照らして問題がないこと、また独立性の確認を行うなどして慎重に受嘱して

いる。 

 

（6）小括 

上述のように、当監査法人は「法人の構成員による自由闊達な議論と相互

啓発を促し、その能力を十分に発揮させ、会計監査の品質を組織として持続

的に向上させ」、「会計監査を通じて企業の財務諸表の信頼性を確保し、資本

市場の参加者の保護を図る」特質を有している。 

 

3．当監査法人の「監査法人のガバナンスコード」への対応状況 

以下、具体的に当監査法人の「監査法人のガバナンスコード」への対応状況

を述べる。 

（1）組織的運営体制の確保 

①運営組織の設置と役割の明確化 

当監査法人は組織的運営を実現するため、すべての社員により構成さ

れる最高意思決定機関であり経営の基本的方針（社員会規程の改廃、理

事会の設置・廃止、理事会規程の改廃、理事会構成員の選解任、監事会

の設置・廃止、監事会規程の改廃、監事会構成員の選解任、理事長の選

解任、副理事長の選解任、品質管理担当責任者の選解任、監査品質管理

規程等の重要な規程の改廃、決算の承認、その他当監査法人の経営に関

する重要な事項等）を決定するために原則として 3 か月毎に開催される

社員会と、これに従い日常の具体的な経営の意思決定を行う理事会（社

員会で選任された理事で構成され原則毎月 1 回開催）を設置している。 

なお、当監査法人の理事長は社員会及び理事会の意思決定に従い、業

務の執行にあたる。理事長は機会あるごとに当監査法人の構成員にトッ

プとしての方針を示し、構成員が共通に保持すべき価値観（職業倫理の

遵守と独立性の保持）を示し、業務執行を統括して組織的運営にあたっ
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ている。 

 

②組織内部における意思疎通の促進 

すでに述べたように当監査法人では、組織内の円滑な意思疎通と理事

長による監査品質維持向上に向けた方針を、定期的に開催している連絡

会を通じて構成員全員に伝達しているが、さらに以下のような会議体等

を設け、意思疎通の促進を図っている。 

ⅰ 大会社等担当者会議 

大会社等の業務執行社員による会議で、担当する被監査会社の監査

実施状況、監査上の重要事項等を報告し、議論する会議である。業務

執行社員相互の意見交換、情報交換を行い、監査の品質向上を図って

おり原則として 3か月毎に開催している。 

ⅱ 社員職員意見交換会 

監査は監査チーム単位で行動することが多く、チームに所属する職

員は当監査法人の監査制度等の全体の動きや法令・指針等に疎くなる

恐れがある。こうした事態を避けるため、社員と職員との意見交換会

を開催し、社員からは当監査法人の現状や方向性等を周知するととも

に、職員からは現状の懸念事項などを聴取することで構成員全員で事

務所の現状を共有することとしている。なお職員との意見交換会は職

員の能力・技術の発見の場ともなり、監査資源の発掘にも役立ってい

る。社員職員意見交換会は職員が毎年度少なくとも 1 回は出席できる

頻度で開催している。 

    ⅲ 各種委員会の設置 

     監査法人の運営に必要と考える事項を適宜協議し、結論を得て、それ

を遂行していくために各種委員会を設置している。主要な委員会とし

て、①新設改訂される様々な法令等に適時網羅的に対応するための委

員会、②より効率的な監査を実施するための監査ツールを開発する委

員会、③必要な教育プログラムを企画運営するための委員会等がある。
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それぞれの委員会で協議された内容は理事会に報告され、法人運営方

針の策定に生かされている。 

 

③組織運営の透明性確保 

当監査法人は運営の透明性を確保するため、監事会を設けている。監

事会の構成員には、会計監査、法律事項、資本市場に関する知見のある

当監査法人と特別な利害関係のない独立した人物を選任している。 

 

④法令遵守の確保 

当監査法人の業務に関連する法令等の違法行為または違反する恐れ

のある行為に関する内外からの情報提供を受け付ける「通報窓口」とし

て「監査ホットライン」を設置し、法令遵守（コンプライアンス）の確

保に努めている。 

 

（2）監査の品質管理体制の確保 

①責任の所在の明確化及び責任の履行確保 

当監査法人は「品質管理規程」を策定し、理事長が監査品質管理体制

に関する最終責任を負うこととしている。品質管理体制の整備及び運用

は社員より選出される品質管理担当責任者が責任を負うこととなって

いる。理事長及び副理事長は品質管理担当責任者から随時報告を受け、

必要な場合には指示をし、監査品質体制の維持確保に当たっている。 

 

②品質管理監視体制の整備 

当監査法人は、日本公認会計士協会のレビュー、審査会の検査、Moore

のモニタリングレビューに積極的に協力すると同時に、自主的に監査品

質管理のシステムに関するそれぞれの方針及び手続が適切かつ十分で

あるとともに有効に運用されていることを確保するために、当該システ

ムの「日常的監視」と監査業務の「定期的な検証」を実施している。こ
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れらは理事会で任命された社員が実施しており、その結果は品質管理担

当責任者に報告され、改善の必要があれば指示がなされるとともに、社

員会でそれらの結果が報告されている。 

 

（3）監査品質を重視した監査チームの編成 

①適切な業務執行社員の選任と十分な監査時間の付与 

当監査法人では、業務執行社員は理事会において、当該監査に対する

適正及び能力に基づき選任され、業務執行社員がその職責を果たすこと

ができるよう十分な権限と時間を付与している。また、大会社等につい

てはローテーション制度を導入し、被監査会社との馴れ合いや癒着の防

止を図っている。 

 

②監査チームのメンバーの適正な選定・配置 

監査チームのメンバーの選任は配員の方針を策定する委員会で枠組

みが示され、最終的に業務執行社員により行われるが、監査対象業務へ

の理解の程度、過去の実務経験、職業的専門家としての判断能力等を考

慮して配置している。業務執行社員は、監査チームのメンバーが、各監

査局面において被監査会社の担当者と十分なコミュニケーションをと

りながら監査を実施するよう指導している。 

 

③外部協力者への監査委嘱の適切性の確保 

当監査法人は、外部の公認会計士（外部協力者）へ監査業務の一部を

委嘱するに当たっては、過去の監査実績、能力、技量、人柄等を勘案し、

かつ、当監査法人の独立性基準及び CPE の履修要件を満たしていること

を確認し、当監査法人の品質管理の方針を説明すると同時に成果物の受

領に際しては、業務執行社員の厳格な査閲を実施している。 
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（4）監査の品質を確保する審査体制の実現 

①審査対象 

当監査法人は、監査報告の対象となる財務諸表の社会的影響が小さく、

かつ、監査報告書の利用者が限定されている任意の監査業務で品質管理

規程の取扱細則において審査を要しないと定めている監査業務以外は

すべて審査対象としている。なお審査対象外であっても、当監査法人の

所定の様式に従って監査業務の自己点検を実施している。 

 

②審査担当者 

当監査法人は、審査担当者として必要な知識、経験、能力、職位等を

有し、また、専門的な見解の問い合わせの助言を行うことができ、当監

査法人の社員であり、かつ公認会計士の資格取得後、5 年以上の監査実

務経験を有する者を理事会において選任している。 

 

③審査方法 

審査担当者は、通常、重要な事項についての業務執行社員との討論、

財務諸表や内部統制報告書と監査報告書案の検討及び監査チームが行

った重要な判断とその結論に関する監査調書を検討する。また、品質管

理担当責任者が必要と認めた場合については複数名の担当者で審査を

実施することとしている。業務執行社員と審査担当者との間で監査上の

判断の相違が生じた場合には、速やかに品質管理担当責任者に報告し、

報告された内容は品質管理担当責任者により検討され、監査上の判断の

相違を解決するための適切な措置がとられる。 

 

（5）被監査会社とのコミュニケーション等の実施 

被監査会社との相互理解を深め監査上のリスクを軽減すると同時に円

滑な監査を実施するため、被監査会社の経営者等及び監査役等との間でデ

ィスカッションやコミュニケーションを実施している。監査上の重要な事
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項について協議を行い、また、監査実施中に発見した重要事項について報

告し、それらの監査上の取り扱いを説明し理解を得るよう努めている。 

なおこれらの内容及び実施状況は「大会社等担当者会議」において定期

的に報告され、監査法人内において情報共有され、かつ他の監査チームと

の意見交換を通じて監査体制の強化と監査品質の向上に活かされている。 

 

（6）構成員の適正な評価の確保 

構成員の能力を維持し高め、また職業倫理の遵守を適正に評価し、業務

に対する高い動機付けを促進するため以下を実施している。 

① 監査業務の実施及び職業倫理（独立性を含む）に関する当監査法人の

定める方針及び手続を研修会や上記会議体を通じて理解の促進を図っ

ている。 

② 監査業務の実施、能力の向上及び実務経験を通じた能力開発に関して

毎年度の人事評価、助言及び相談を実施し、各人の現状評価を認識さ

せ、今後の目標設定を促している。 

③ 毎年度の人事評価に基づき決定された昇進に際には、実施した監査業

務の品質や職業倫理（独立性を含む）の遵守状況を重視し、その結果を

本人にフィードバックしている。 

 

（7）職員教育の促進 

職員の職業的専門家としての能力を維持・発展させるため、定期的な研

修会の開催や自己啓発を促すための教材の提供など職員教育を実施して

いる。また職員個々人の業務履歴を作成し、現場実務を偏ることなく経験

させ、監査能力の向上と将来を見据えた人材開発を目指している。 

以   上 
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